
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 南九州大学 
設置者名 学校法人南九州学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

環境園芸学部 環境園芸学科 
夜 ・

通信 

 

 88 88 13  

健康栄養学部 

管理栄養学科 
夜 ・

通信 
 

48 48 13  

食品開発科学科 
夜 ・

通信 
52 52 13  

人間発達学部 子ども教育学科 
夜 ・

通信 
 117 117 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
ホームページ（情報の公表） 

5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報

公開 

5-2. 実務経験のある教員による授業科目 

環境園芸学科、管理栄養学科、食品開発科学科、子ども教育学科 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

 



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 南九州大学 
設置者名 学校法人南九州学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ホームページ（情報の公表） 

5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報

公開 

5-３. 理事（役員）名簿 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
公益財団法人都城市文

化振興財団 理事 

R7.5.28～ 

R9.6.23 
地域連携（都城） 

非常勤 
元・旭化成株式会社 取

締役常務執行役員 

R7.5.28～ 

R9.6.23 
ガバナンス 

非常勤 
弁護士法人江藤法律事

務所 弁護士 

R7.5.28～ 

R9.6.23 
コンプライアンス 

（備考） 

 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 南九州大学 

設置者名 学校法人南九州学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

シラバス作成要項及び作成例を全教員(非常勤含む)に配付し、記載内容の充実を図って

いる。記載項目は「学位授与方針との関連」「授業概要」「関連する科目」「授業の進め方と

方法」「授業計画」「授業の到達目標」「授業時間外の学修」「課題に対するフィードバック」

「評価方法・基準」「テキスト」「参考書」「備考」としている。 

シラバスの作成・公表に関する過程及び時期は以下のとおり。 

      

時期 活動概要等 

１月 ・教務委員会が全教員に対し、「シラバス作成要項（冊子）」を配布

の上、シラバス作成を指示 

～２月中旬 ・科目担当教員ごとにシラバスを作成 

・学科ごとに教員による相互チェックを実施 

（必要に応じ訂正、修正を行なう） 

３月中旬 ・教務委員会及び学務部において最終チェックを実施 

（必要に応じ訂正、修正を行なう） 

４月上旬 ・学内ポータルサイトにてシラバスが閲覧可能（4 月 1 日） 

６月 ・大学ホームページに掲載 

授業計画書の公表方法 

ホームページ（情報の公表） 

5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機

関要件確認のための情報公開 

5-4. 授業計画書(シラバス) 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

大学履修規程に則り厳格かつ適正に単位授与を実施している。 

成績評価の方法及び基準については、以下のとおり学生便覧に明記している。 

履修登録をした科目について、出席日数の基準を満たす学生に対し、受験資格が与えら

れ、試験またはレポート等による評価（秀 100 点～90 点，優 89 点～80 点，良 79 点～70

点，可 69 点～60 点，不可 59 点～0 点）に基づき、成績及び所定の単位を付与している。 

個々の授業科目の学修成果の評価については、その評価基準をあらかじめシラバスに記

載することとし、学修態度（意欲）、試験やレポート等を総合的に活用している（卒業論文

についても同様）。 

また、平成３０年度から「成績調査依頼制度（学生からの申し立てに基づく評価詳細の開

示）を行なっている。 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

大学履修規程において各学科の GPA 評価基準を設け、GPA の算出方法等を学生

便覧にて公表している。 

本学の GPA の算出方法は、試験得点に応じて 5段階（4.0、3.0、2.0、1.0、0）

の数値（グレード・ポイント）を設定し、各評価の修得単位数をかけた値を全履

修科目分合算し、その値を全履修科目の単位数の合計で割って算出（小数点以下

第二位は四捨五入）する。ただし、算出の際に除外する科目は、各学科で別に定

める。一旦履修登録をした科目でも、正当な理由がある場合には授業開始後の一

定期間における自己申告により履修を中止し、取り消すことができる。また、評

価がＣまたはＤになった場合は、再履修により新たな評価に変更できる。 

学生は各自、年度毎の GPA 及び入学以降の累積 GPA を学内システム上で確認で

きる。また、学部毎に成績の分布状況を把握している。 

提出資料は、各学科・学年の令和７年度 GPA 分布状況である。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

ホームページ（情報の公表） 

5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機

関要件確認のための情報公開 

5-5. 客観的な指標の算出方法 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 

※学生便覧（p37-38）ページに記載 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

本学に ４ 年以上在学し、学部学科ごとに定められた単位を修得した者について、学科

において単位の修得状況を確認の上、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。 

卒業の時期は、3 月及び 9 月とする。 

本学のディプロマ・ポリシーは以下のとおり。 

 

■学士課程 

 本学の教育目標に掲げる「教養及び専門分野に関する知識・技能」、「人間力」、「社会

性」、「国際性」を身に付け「地域社会に貢献する専門家」となるために、以下の能力を身

につけ、卒業要件を満たした人に学位を授与します。 

１．知識・理解を応用し活用する能力 

（１）専門分野の知識・技能を修得し、それらを応用して地域・国際社会における課題

解決に向けた企画・実行ができる能力 

（２）幅広い教養を修得し、社会の多様性や人々の価値観を共有して、地域・国際社会

の発展に貢献することができる能力 

２．汎用的技能を応用し活用する能力 

（１）自然現象や社会事象における多様な課題を発見し、『食・緑・人』を含む複眼的

な思考から課題の諸要因について探究できる能力 

（２）ICT を活用して多様な情報を収集し、その情報や知識を複眼的かつ論理的に分析

して、言語やシンボルを用いて表現できる能力 

３．人間力、社会性、国際性の涵養 

（１）社会の一員としての意識を備え、自己の良心と社会の規範やルールに従って、社

会の発展のために積極的に関与できる能力 

（２）目標の実現のために、他者と協調・協働して行動できると共に、他者に方向性を

示すことができる能力 

（３）多様な言語を活用し、他者と意思疎通を図ることができる能力 

（４）生涯にわたり、地域社会・国際社会の発展に寄与する学びを継続することができ

る能力 

（５）自らを律して行動できる能力 

 

〈環境園芸学部環境園芸学科〉 

環境園芸学科は、環境園芸学に基づく ｢人間と自然との調和を共通認識として、環境に

負荷をかけず、持続可能な循環型社会を実現できる、かつ社会に貢献できる専門職業人を

育成する｣ という教育目標に沿って、所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、学士 

( 農学 ) の学位を授与します。卒業までに身につけるべき資質・能力は以下に示します。 

１．知識・理解を応用し活用する能力 

（１）園芸・造園・自然環境に関する多様な知識・技術を修得し、それらを応用できる 

能力 

（２）多様な生物・環境資源の特性を理解し､ 持続可能な循環型社会づくりに貢献でき

る能力 

２．汎用的技能を応用し活用する能力 

（１）人間と自然との調和の視点に立ち、持続可能な循環型社会の構築のために必要な

情報を収集し、そこから個々の問題に対処し、解決できる能力 

（２）論理的で明瞭な思考と冷静な判断ができ、情報リテラシーをもって正しく活用で

きる能力 

３．人間力、社会性、国際性の涵養 

（１）専門性を活かし、生物 ･ 環境資源の利用と持続可能な循環型社会を創造し、貢

献できる能力 

（２）園芸・造園・自然環境の専門職業人として、人間と環境との調和を図りながら、

組織や地域の中で、自らの役割を把握し、協調性をもって、連携・協働できる能力 



  

（３）園芸・造園・自然環境を取り巻く状況や価値観を理解し、コミュニケーションを

円滑に進められ、関係する地域・組織とのネットワーク構築を担うことができる能力 

（４）生涯にわたり自らの専門性を向上させるための学習力・活用力を養うことができ

る能力 

（５）園芸・造園・自然環境の専門職業人として、常に自己研鑽に取り組み、自らの可

能性を高め続けられる能力 

 

〈健康栄養学部管理栄養学科〉 

管理栄養学科は､ ｢傷病者の療養のため､ 地域住民の健康保持増進のため､ 心身ともに

健康で過ごせるように､ ライフステージを考慮した栄養教育・栄養指導ができ､ 食を通し

た支援ができる､ かつ地域社会に貢献できる管理栄養士を育成する｣ という教育目標に

沿って、所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、学士 ( 栄養学 ) の学位を授与しま

す。卒業までに身につけるべき資質・能力は以下に示します。 

１．知識・理解を応用し活用する能力 

（１）管理栄養士として食と栄養に関する知識・技能を修得し､ それらを応用し､ 人々

や地域・関係組織の課題解決に向けた計画・実行ができる能力 

（２）幅広い教養を修得し､社会経済､保健医療福祉制度､食環境などの多様な背景を理

解した上で､人々や地域・関係組織に対して貢献することができる能力 

２．汎用的技能を応用し活用する能力 

（１）人間 ･ 社会 ･ 自然の多様な視点から栄養 ･ 食に関する課題を発見し､ 多方向

的な思考から個々の問題の諸要因について探求できる能力 

（２）ICT を活用して多様な情報を収集し､ 栄養や食に関する課題を論理的に分析し

て､ 適切な言語や数値、図表を用いて表現できる能力 

３．人間力、社会性、国際性の涵養 

（１）豊かな人間性､ 生命への尊厳や職業に対する倫理観を備え､ 人々の健康と幸福の

ため、また地域・関係組織の発展のために積極的に関与できる能力 

（２）目標の実現のために､他職種や関係組織と連携し、協調・協働して行動できると

共に､リーダーシップを発揮することができる能力 

（３）人々の生活背景や価値観を尊重し､ 豊かな人間性を持って､ より良い食生活の意

思決定を支援できる能力 

（４）栄養の専門職として誇りを持ち、生涯にわたり、自らの可能性を高め続けられる 

能力 

（５）管理栄養士として､ 健康管理だけではなく､ 時間管理､ 感情管理､ モチベーショ

ン管理なども含み､ 自らを律して行動できる能力 

 

〈健康栄養学部食品開発科学科〉 

食品開発科学科は、「（１）法令の遵守および安全の確保を踏まえた食品が開発でき、（２）

食品機能と味の特性を科学的に活用でき、（３）開発スキーム（継続的で体系的な計画）を

とおしてイノベーション（プロダクト・プロセス・マーケット・サプライチェーン）が発

揮できる、かつ社会へ貢献寄与できうる食のスペシャリストを育成する」という教育研究

上の目的に沿って、それら要件や能力を身に付け、所定の単位を修得した学生に、卒業を

認定し、学士の学位（食品学）を授与します。卒業までに身につけるべき資質・能力は以

下に示します。 

１. 知識・理解を応用し活用する能力 

（１）科学的思考に基づいた技術（食品の微生物および物理分析、バイオテクノロジー）

を実行できる能力 

２. 汎用的技能を応用し活用する能力 

（１）食品の法令と衛生を管理して実行できる能力 

（２）食品の加工・製造技術を的確に選択活用できる能力 

（３）食品の開発スキーム（継続的で体系的な計画）を実行できる能力 

３. 人間力、社会性、国際性の涵養 



  

（１）主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度ができる能力 

 

〈人間発達学部子ども教育学科〉 

子ども教育学科は、｢道徳心を持ち、豊かな人間力と実践力のある人間を育成するとと

もに、変動する社会の中で、求められる支援を幅広く高度に実践できる柔軟な専門性を有

する人間発達の専門家（子どものスペシャリスト）を育成する｣ という教育目標に沿って、

知識・技能を習得し、地域社会に貢献できる資質・能力を身につけ、所定の単位を修得し

た学生に対して卒業を認定し、学士（教育学）の学位を授与します。卒業までに身につけ

るべき資質・能力は以下に示します。 

１．知識・理解を応用し活用する能力 

（１）保育・教育や子どもの発達に関する知識・技能を修得し、実践や理論を踏まえ、

子どもと家族や同僚等に対して、適切で効果的な援助・支援を展開できる能力 

（２）現代の子どもや家族などがおかれた状況や社会的背景を深く理解し、子どもが持

続可能な社会で健康に育つためのケアや学びを支えることができる能力 

２. 汎用的技能を応用し活用する能力 

（１）子どもの育ちを取り巻く社会や自然環境、健康などの状況を深く理解し、そこに

発生する課題を自ら的確に把握し、協働して解決する能力 

（２）獲得した知識や技能を基盤として、必要な情報を的確に収集し、数理的・論理的

に判断することができる能力 

３．人間力、社会性、国際性の涵養 

（１）同僚や保護者・地域の人々とともに、子どもが健康で、情操豊かに育ち、次代を

担っていくことができるように連携・協働できる能力 

（２）地域社会の中で、子どもを取り巻く状況や支援を改善していくために、高い専門

性を有し、中核的な役割を果たすことができる能力 

（３）子どもと家族、保育・教育機関などを取り巻く制度や多様な価値観を尊重し、コ

ミュニケーションを円滑に進め、社会の中で協働したネットワークを構築する能力 

（４）多様化、複雑化する社会の中で、そこに存在する価値観や文化の違いを、社会や

環境の持続性を包摂した視点で捉え、その解決に向けて活動できる能力 

（５）「食・緑・人」を基盤とした人間発達の専門家として、常に自己研鑽に努め、自

らの可能性を高め続けられる能力 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する

機関要件確認のための情報公開 

5-6. 卒業の認定に関する方針 

南九州大学の教育に関する三つ方針 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 
 



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 南九州大学 

設置者名 学校法人南九州学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
5-7. 財務諸表等、事業計画 

決算報告書→財務諸表及び監査報告書 

https://www.nankyudai.ac.jp/gakuen/ 

収支計算書又は損益計算書 
5-7. 財務諸表等、事業計画 

決算報告書→財務諸表及び監査報告書 

https://www.nankyudai.ac.jp/gakuen/ 

財産目録 
5-7. 財務諸表等、事業計画 

決算報告書→財産目録 

https://www.nankyudai.ac.jp/gakuen/ 

事業報告書 
5-7. 財務諸表等、事業計画 

決算報告書→事業報告 

https://www.nankyudai.ac.jp/gakuen/ 

監事による監査報告（書） 
5-7. 財務諸表等、事業計画 

決算報告書→財務諸表及び監査報告書 

https://www.nankyudai.ac.jp/gakuen/ 
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：単年度事業計画 対象年度：令和７年度） 

公表方法：公表方法：ホームページ（情報の公表） 

5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報公開 

5-7. 財務諸表等、事業計画 

決算報告書→単年度事業計画 

https://www.nankyudai.ac.jp/gakuen/ 

中長期計画（名称：中期５カ年経営計画 対象年度：2024～2028 年度） 

公表方法：公表方法：ホームページ（情報の公表） 

5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報公開 

5-7. 財務諸表等、事業計画 

決算報告書→中長期事業計画／令和６年度(2024)～令和１０年度(2028) 

https://www.nankyudai.ac.jp/gakuen/ 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：公表方法：ホームページ（情報の公表） 
5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報公開 

5-8. 自己点検・評価の結果、認証評価の結果 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 



  

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法：ホームページ（情報の公表） 
5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報公開 

5-8. 自己点検・評価の結果、認証評価の結果 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 

 

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1 項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実

施に関する方針、入学者の受入れに関する方針の概要 

学部等名 環境園芸学部 

教育研究上の目的 （公表方法：ホームページ） 

https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2024/04/mku_gakusoku2024.pdf 

（概要） 

※学則第３条４項 

環境園芸学部環境園芸学科は，園芸・造園・自然環境の分野を教育・研究の対象領

域とし，環境に負荷をかけないで持続できる循環型社会の実現に向けて，諸問題に

対応可能な科学技術と技術倫理を身に付けた現代社会に貢献できる人材の育成を

目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

環境園芸学科は、環境園芸学に基づく ｢人間と自然との調和を共通認識として、

環境に負荷をかけず、持続可能な循環型社会を実現できる、かつ社会に貢献できる

専門職業人を育成する｣ という教育目標に沿って、所定の単位を修得した学生に

卒業を認定し、学士 ( 農学 ) の学位を授与します。卒業までに身につけるべき

資質・能力は以下に示します。 

1．知識・理解を応用し活用する能力 

（1）園芸・造園・自然環境に関する多様な知識・技術を修得し、それらを応用で

きる能力 

（2）多様な生物・環境資源の特性を理解し､ 持続可能な循環型社会づくりに貢献

できる能力 

2．汎用的技能を応用し活用する能力 

（1）人間と自然との調和の視点に立ち、持続可能な循環型社会の構築のために必

要な情報を収集し、そこから個々の問題に対処し、解決できる能力 

（2）論理的で明瞭な思考と冷静な判断ができ、情報リテラシーをもって正しく活

用できる能力 

3．人間力、社会性、国際性の涵養 

（1）専門性を活かし、生物 ･ 環境資源の利用と持続可能な循環型社会を創造し、

貢献できる能力 

（2）園芸・造園・自然環境の専門職業人として、人間と環境との調和を図りなが

ら、組織や地域の中で、自らの役割を把握し、協調性をもって、連携・協働で

きる能力 



  

（3）園芸・造園・自然環境を取り巻く状況や価値観を理解し、コミュニケーショ

ンを円滑に進められ、関係する地域・組織とのネットワーク構築を担うことが

できる能力 

（4）生涯にわたり自らの専門性を向上させるための学習力・活用力を養うことが

できる能力 

（5）園芸・造園・自然環境の専門職業人として、常に自己研鑽に取り組み、自ら

の可能性を高め続けられる能力 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

環境園芸学科は、卒業認定・学位授与の方針に掲げた資質・能力を身につけるた

めに、学科科目等を体系的かつ系統的に編成し、学生が主体的・協働的に学ぶ意欲・

態度を育成します。 

1.学習方法･内容 

(1) シラバスに記載された授業の進め方や授業時間外の学修に沿って、能動的な

学習を進めます。 

(2) 講義・演習・実習・実験科目、ゼミナール活動等におけるグループワーク、デ

ィスカッション等を通して、他者と協調・協働し自ら学ぶ時間を設定します。 

1-2.学習内容 

(1)教養科目 

教養教育は、「基礎教育」、「地域共生・グローバル」の 2 つで構成され、「基

礎教育」は＜アカデミックリテラシー＞＜ベーシックリテラシー＞＜南九リベ

ラルアーツ＞、「地域共生・グローバル」は＜未来共創＞＜体験型＞に区分され

ています。本学の教育目標に基づき、「持続可能な社会づくりの担い手を育むた

めの人材育成」の基礎となる「STEAM、分野横断的な総合知識、専門知識に繋げ

る総合力」を学習・修得します。 

(2)専門教育科目 

「専門基礎科目（専門基礎分野）」は主に 1 〜3 年次に履修し、専門教育の

最も基盤となる環境園芸概論、環境科学、生命科学、植物資源科学、技術者倫理、

環境園芸実験実習を学び、「食･緑･人」を基盤とした環境園芸の専門家として、

常に自己研鑽に努め、自らの可能性を高め続けられる能力を育成します。 

「専門教育科目（専門分野）」は主に 2 〜3 年次に履修し、園芸学分野（園

芸生産環境専攻、植物バイオ・育種専攻）、造園学分野（花・ガーデニング専攻、

造園緑地専攻）、自然環境分野それぞれの専門科目を配置しており、それぞれの

専門分野の領域を深め現代的課題に即した実践力を身につけると同時に、他分

野の専門科目を履修し、幅の広い視点に立った知識・技術、能力の育成をはかる

ことが可能です。  

(3)キャリア形成科目 

学生の職業的・社会的なキャリア形成に向けて、4 年間を通して「キャリア形

成科目」を展開しています。主な科目としては、1 年次に｢キャリアデザイン｣、

2 年次に「キャリアマネジメント」3 〜4 年次にはそれぞれの分野毎にキャリ

ア形成に向けた専門科目を配置しています。環境園芸学科では、樹木医補や測量

士補、RLA 補など、履修要項に従い所定の単位を修得すれば卒業と同時に取得

できる資格も数多く設定されています。 

(4)卒業研究/専攻演習 

主体的な研究態度ならびに研究の進め方を学び、科学的・論理的思考力の修得



  

に向けて、卒業研究を必須としています。入学時から 3 年次までに学んだ知識

や専門的技法を応用して､実践的かつ専門的な知識体系に基づく論理構築力や

科学的探究力を培います。 

2．学習成果の点検・評価 

(1)各科目の学修成果  

大学共通の基準(S～D 評価)で評価を行います。各科目の評価基準はシラバス

に明記し､学修成果を点検･評価し､単位認定を行っています。  

(2)短期的な学修成果  

履修状況を的確に把握しながら、適切な学修支援に努めます。学生の成績は単

位修得状況･ GPA 等により管理し､担当教員による面談を実施し､定期的に点

検･評価します。学習上の問題 が懸念される学生には､助言･指導を行います。教

育方法については､学生による授業評価アンケート結果等を踏まえて､授業改善

を行います。  

(3)卒業時の学修成果  

4 年間の学修成果については、所定の単位を修得したことをもって本学の教育

目標を達成したと判断し､学位を授与するものとします。 
 

入学者の受入れに関する方針（公表方法： 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

環境科学を中心に据えて，人間と自然との調和を共通認識として，環境に負荷を

かけないで持続できる循環型社会の実現に向けて，社会に貢献できる視野の広い

園芸・造園・自然環境の分野における専門職業人を育成するために，次のような学

生を求めています。 

1.園芸・造園・自然環境の領域に関心をもって，自然科学と社会科学の基礎学力を

備えている人 

2.園芸・造園・自然環境の専門分野において，専門的職業人として社会で活躍した

い人 

3.持続可能な循環型社会の実現に向けて，社会貢献をしたい人 

4.他者と協調・協力しあえる能力および相互に切磋琢磨し成長できる向上心を有

する人 

5.熱意をもって，必要な論理的思考・表現力・コミュニケーション能力に対する学

習意欲を有する人 
 

 

学部等名 健康栄養学部 

教育研究上の目的 （公表方法：ホームページ） 

https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2024/04/mku_gakusoku2024.pdf 

（概要） 

※学則第３条４項 

健康栄養学部管理栄養学科は，人の心や身体を理解して個々人の栄養状態を判

断・判定して改善できる技術と知識をもち，高度な栄養実践に従事することによ

り地域住民の生活の質の向上に貢献できる，視野の広い応用力のある人材の育成

を目的とする。 

同学部食品開発科学科は，食品の衛生と機能性に関する学び，食品の開発・加

工・製造に関する学び，および食品の適正利用に関する学びに力を入れて，人の



  

健康維持・増進に資する食品のスペシャリストの育成を目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

＜管理栄養学科＞ 

管理栄養学科は､ ｢傷病者の療養のため､ 地域住民の健康保持増進のため､ 心

身ともに健康で過ごせるように､ ライフステージを考慮した栄養教育・栄養指導

ができ､ 食を通した支援ができる､ かつ地域社会に貢献できる管理栄養士を育成

する｣ という教育目標に沿って、所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、学士 

( 栄養学 ) の学位を授与します。卒業までに身につけるべき資質・能力は以下に

示します。 

1．知識・理解を応用し活用する能力 

（1）管理栄養士として食と栄養に関する知識・技能を修得し､ それらを応用し､ 

人々や地域・関係組織の課題解決に向けた計画・実行ができる能力 

（2）幅広い教養を修得し､社会経済､保健医療福祉制度､食環境などの多様な背景

を理解した上で､人々や地域・関係組織に対して貢献することができる能力 

2．汎用的技能を応用し活用する能力 

（1）人間 ･ 社会 ･ 自然の多様な視点から栄養 ･ 食に関する課題を発見し､ 多

方向的な思考から個々の問題の諸要因について探求できる能力 

（2）ICT を活用して多様な情報を収集し､ 栄養や食に関する課題を論理的に分析

して､ 適切な言語や数値、図表を用いて表現できる能力 

３．人間力、社会性、国際性の涵養 

（1）豊かな人間性､ 生命への尊厳や職業に対する倫理観を備え､ 人々の健康と幸

福のため、また地域・関係組織の発展のために積極的に関与できる能力 

（2）目標の実現のために､他職種や関係組織と連携し、協調・協働して行動できる

と共に､リーダーシップを発揮することができる能力 

（3）人々の生活背景や価値観を尊重し､ 豊かな人間性を持って､ より良い食生活

の意思決定を支援できる能力（4）栄養の専門職として誇りを持ち、生涯にわ

たり、自らの可能性を高め続けられる能力 

（5）管理栄養士として､ 健康管理だけではなく､ 時間管理､ 感情管理､ モチベー

ション管理なども含み､ 自らを律して行動できる能力 

 

＜食品開発科学科＞ 

食品開発科学科は、「（１）法令の遵守および安全の確保を踏まえた食品が開発

でき、（２）食品機能と味の特性を科学的に活用でき、（３）開発スキーム（継続

的で体系的な計画）をとおしてイノベーション（プロダクト・プロセス・マーケッ

ト・サプライチェーン）が発揮できる、かつ社会へ貢献寄与できうる食のスペシャ

リストを育成する」という教育研究上の目的に沿って、それら要件や能力を身に付

け、所定の単位を修得した学生に、卒業を認定し、学士の学位（食品学）を授与し

ます。卒業までに身につけるべき資質・能力は以下に示します。 

１. 知識・理解を応用し活用する能力 

（1）科学的思考に基づいた技術（食品の微生物および物理分析、バイオテクノロ



  

ジー）を実行できる能力 

（2）食品の開発スキーム（継続的で体系的な計画）を実行できる能力 

２. 汎用的技能を応用し活用する能力 

（1）食品の法令と衛生を管理して実行できる能力 

（2）食品の加工・製造技術を的確に選択活用できる能力 

３. 人間力、社会性、国際性の涵養 

（1）主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度ができる能力 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

＜管理栄養学科＞ 

1.学習方法･内容 

(1) シラバスに記載された授業の進め方や授業時間外の学修に沿って能動的に学

習します。  

(2) グループワーク、ディスカッション等を通して、他者と協調・協働し自ら学ぶ

時間を設定 します。 

1-2.学習内容  

(1)教養科目  

教養教育は、「基礎教育」、「地域共生・グローバル」の 2 つで構成され、「基

礎教育」は＜アカデミックリテラシー＞＜ベーシックリテラシー＞＜南九リベ

ラルアーツ＞、「地域共生・グローバル」は＜未来共創＞＜体験型＞に区分され

ています。本学の教育目標に基づき、「持続可能な社会づくりの担い手を育むた

めの人材育成」の基礎となる「STEAM、分野横断的な総合知識、専門知識に繋げ

る総合力」を学習・修得します。  

(2)専門教育科目  

「専門基礎科目（専門基礎分野）」は主に 1〜3 年次に履修し、専門教育の基

盤となる管理栄 養士学校指定規則に定められた〈社会･環境と健康〉、〈人体の

構造と機能及び疾病の成り立 ち〉、〈食べ物と健康〉の 3 つの分野を学びます。 

「専門教育科目（専門分野）」は主に 2~3 年次に履修し、実学的要素を含ん

だ管理栄養士学校 指定規則に定められた〈基礎栄養学〉、〈応用栄養学〉、〈栄

養教育論〉、〈臨床栄養学〉、〈公衆栄養学〉、〈給食経営管理論〉、〈総合演

習〉、〈臨地実習〉の 8分野を学びます。 

｢特修科目｣は、学科が独自に定めた選択科目であり、｢総合科目（総合分野）｣

は、本学科が独自に定めた管理栄養士国家試験に対応する能力を修得するため

の必修科目として配置しています。 

(3)キャリア形成科目  

学生の職業的・社会的なキャリア形成に向けて、4 年間を通して「キャリア形

成科目」を展開しています。主な科目としては、1 年次に、｢キャリア入門｣（教

養科目）、3～4 年次に｢管理 栄養士活動論｣（専門科目）を配置しています。  

(4)卒業研究/専攻演習  

主体的な研究態度ならびに研究の進め方を養い、科学的・論理的思考力の修得

に向けて、卒業 研究あるいは専攻演習のどちらかを選択します。3 年次までに

学んだ知識や専門的技法を応用 して､実践的かつ専門的な知識・技能等の定着

を図ります。 

2．学習成果の点検・評価  

(1)各科目の学修成果  



  

大学共通の基準(S～D 評価)で評価を行います。各科目の評価基準はシラバス

に明記し､学修成果を点検･評価し､単位認定を行っています。 

(2)短期的な学修成果  

学生の成績は単位修得状況･GPA 等により管理し､担当教員による面談を実施

し､定期的に点検･評価します。学習上の問題が懸念される学生には､助言･指導

を行います。教育方法については､学生による授業評価アンケート結果等を踏ま

えて､授業改善を行います。  

(3) 卒業時の学修成果  

4 年間の学修成果については、所定の単位を修得したことをもって本学の教育

目標を達成したと判断し､学位を授与するものとします。 

 

＜食品開発科学科＞ 

食品開発科学科は、卒業認定・学位授与の方針に掲げた資質・能力を身につける

ために、学科科目等を体系的かつ系統的に編成し、学生が主体的・協働的に学ぶ意

欲・態度を育成します。 

1.学習方法･内容 

1-1.学習方法 

(1)シラバスに記載された授業の進め方や授業時間外の学修に沿って能動的に学

習します。 

(2)グループワーク、ディスカッション等を通して、他者と協調・協働し自ら学ぶ

時間を設定します。 

1-2.学習内容 

(1)教養科目 

教養教育は、「基礎教育」、「地域共生・グローバル」の 2 つで構成され、「基

礎教育」は＜アカデミックリテラシー＞＜ベーシックリテラシー＞＜南九リベ

ラルアーツ＞、「地域共生・グローバル」は＜未来共創＞＜体験型＞に区分され

ています。本学の教育目標に基づき、「持続可能な社会づくりの担い手を育むた

めの人材育成」の基礎となる「STEAM、分野横断的な総合知識、専門知識に繋げ

る総合力」を学習・修得します。 

(2)専門教育科目 

「専門基礎科目」は主に 1～3 年次に履修し、専門教育の基盤となる、＜科学

的思考や技術＞の分野を学びます。具体的には、自然科学・生命科学の基礎とな

る生物学、微生物学、生物化学、化学、生理学などを配置しています。 

「応用科目」は主に 2～3 年次に履修し、専門基礎科目で学んだ＜科学的思考

や技術＞の分野を基礎として、食品学、食品機能学、栄養学へと発展させます。

さらに、＜食品の衛生と機能性＞、＜食品の適正利用＞、＜食品の開発・加工・

製造技術＞の 3 つの分野を学びます。具体的には、＜食品の衛生と機能性＞の

分野では食品衛生学を導入として学び、食品品質管理論や HACCP システム学へ

と発展させます。＜食品の適正利用＞の分野では食品製造学を導入として学び、

発酵醸造食品学、畜産・水産製造学、農産物利用学へと発展させます。＜食品の

開発・加工・製造技術＞の分野では食品開発概論を導入として学び、食品開発演

習へと発展させ、食品の開発スキームを実行できる能力を養います。また、専門

教育科目の中には食品に関連するさまざまな資格試験に対応する能力を習得す

るための科目も設置されています。 

(3)キャリア形成科目 

学生の職業的・社会的なキャリア形成に向けて、4 年間を通して「キャリア形

成科目」を展開しています。主な科目としては、1 年次に、｢キャリア入門｣（教



  

養科目）、3 年次に｢キャリアフォーメーション｣（演習）を配置しています。 

(4)卒業研究／専攻演習 

主体的な研究態度ならびに研究の進め方を養い、科学的・論理的思考力の修得

に向けて、卒業研究あるいは専攻演習のどちらかを選択します。3 年次までに学

んだ知識や専門的技法を応用して､実践的かつ専門的な知識・技能等の定着を図

ります。 

2．学習成果の点検・評価 

(1)各科目の学修成果 

大学共通の基準(S～D 評価)で評価を行います。各科目の評価基準はシラバス

に明記し､学修成果を点検･評価し､単位認定を行っています。 

(2)短期的な学修成果 

学生の成績は単位修得状況･GPA 等により管理し､担当教員による面談を実施

し､定期的に点検･評価します。学習上の問題が懸念される学生には､助言･指導

を行います。教育方法については､学生による授業評価アンケート結果等を踏ま

えて､授業改善を行います。 

(3)卒業時の学修成果 

4 年間の学修成果については、所定の単位を修得したことをもって本学の教育

目標を達成したと判断し､学位を授与するものとします。 
 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

＜管理栄養学科＞ 

生涯に渡って心身共に健康で過ごせるように，ライフステージを考慮した栄養

教育・栄養指導ができるように，病態面・栄養面・調理面などから高度な知識や技

術を習得し，食を通した健康支援のできるかつ地域に貢献できる管理栄養士を育

成するため，次のような学生を求めています。 

1.食を通して医療・福祉・教育などの分野で活躍したい人 

2.人に対する思いやりがあり，相手の気持ちが理解できる人 

3.人の健康や疾病，栄養，調理などに関心があり向上心を持ち社会貢献したい人 

4.強い責任感と倫理観に支えられ，協調性があり豊かな人間性を備えている人 

 

＜食品開発科学科＞ 

 教育目標および学位授与方針に掲げる人材を育成するため，高等学校などにお

ける学修を通して，基礎学力および主体的に学習する態度を身につけ，次のような

ことを探求・習得して社会へ貢献したいという意欲をもつ人を受け入れます。 

1.科学的思考やバイオテクノロジーなどの科学技術を身につけたい人 

2.食品の機能性と衛生・安全性を追求して，食と健康の問題に挑戦したい人 

3.高品質食品の開発・加工・製造技術を習得したい人 

4.食品の適正利用を習得したい人 

5.社会人としての人間力，社会性，国際性などを習得したい人 
 

 

学部等名 人間発達学部 

教育研究上の目的 （公表方法：ホームページ） 

https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2024/04/mku_gakusoku2024.pdf 



  

（概要） 

※学則第３条４項 

人間発達学部子ども教育学科は，豊かな自然と温和な気候に恵まれた南九州の

環境にあって，地域に残る文化的遺産を継承しつつ，創造性に富み，人間性と社

会性の豊かな人間を育成するとともに，人間の発達をとりまく様々な問題を地域

の諸相に照らして研究し，地域社会の発展に貢献できる人材の育成を目的とす

る。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

子ども教育学科は、｢道徳心を持ち、豊かな人間力と実践力のある人間を育成す

るとともに、変動する社会の中で、求められる支援を幅広く高度に実践できる柔軟

な専門性を有する人間発達の専門家（子どものスペシャリスト）を育成する｣ とい

う教育目標に沿って、知識・技能を習得し、地域社会に貢献できる資質・能力を身

につけ、所定の単位を修得した学生に対して卒業を認定し、学士（教育学）の学位

を授与します。卒業までに身につけるべき資質・能力は以下に示します。 

1．知識・理解を応用し活用する能力 

（1）保育・教育や子どもの発達に関する知識・技能を修得し、実践や理論を踏ま

え、子どもと家族や同僚等に対して、適切で効果的な援助・支援を展開できる

能力 

（2）現代の子どもや家族などがおかれた状況や社会的背景を深く理解し、子ども

が持続可能な社会で健康に育つためのケアや学びを支えることができる能力 

２. 汎用的技能を応用し活用する能力 

（1）子どもの育ちを取り巻く社会や自然環境、健康などの状況を深く理解し、そ

こに発生する課題を自ら的確に把握し、協働して解決する能力 

（2）獲得した知識や技能を基盤として、必要な情報を的確に収集し、数理的・論

理的に判断することができる能力 

３．人間力、社会性、国際性の涵養 

（1）同僚や保護者・地域の人々とともに、子どもが健康で、情操豊かに育ち、次

代を担っていくことができるように連携・協働できる能力 

（2）地域社会の中で、子どもを取り巻く状況や支援を改善していくために、高い

専門性を有し、中核的な役割を果たすことができる能力 

（3）子どもと家族、保育・教育機関などを取り巻く制度や多様な価値観を尊重し、

コミュニケーションを円滑に進め、社会の中で協働したネットワークを構築

する能力 

（4）多様化、複雑化する社会の中で、そこに存在する価値観や文化の違いを、社

会や環境の持続性を包摂した視点で捉え、その解決に向けて活動できる能力 

（5）「食・緑・人」を基盤とした人間発達の専門家として、常に自己研鑽に努め、

自らの可能性を高め続けられる能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 



  

（概要） 

子ども教育学科は、ディプロマ・ポリシーに基づき卒業認定・学位授与の方針に

掲げた資質・能力を身につけるために、学科科目等を体系的かつ系統的に編成し、

学生が主体的・協働的に学ぶ意欲・態度を育成します。 

1.学習方法･内容 

1-1.学習方法 

(1) シラバスに記載された授業の進め方や授業時間外の学修に沿って、能動的な

学習を促します。 

(2) 講義･演習科目のみならず、1年次から 4 年次にわたる連続的且つ系統的な少

人数のゼミ活動などを中核として、グループワーク、ディスカッション等を通

して、他者と協調・協働し自ら学ぶ時間を設定します。 

1-2.学習内容 

(1)教養科目 

教養教育は、「基礎教育」、「地域共生・グローバル」の 2 つで構成され、「基

礎教育」は＜アカデミックリテラシー＞＜ベーシックリテラシー＞＜南九リベ

ラルアーツ＞、「地域共生・グローバル」は＜未来共創＞＜体験型＞に区分され

ています。本学の教育目標に基づき、「持続可能な社会づくりの担い手を育むた

めの人材育成」の基礎となる「STEAM、分野横断的な総合知識、専門知識に繋げ

る総合力」を学習・修得します。 

(2)専門教育科目 

「専門基礎科目（専門基礎分野）」は主に 1〜3年次に履修し、変動する社会

の中で、求められる支援を幅広く高度に実践できる柔軟な専門性を有する人間

発達の専門家の基礎として、教育原理や教育心理学などを学ぶとともに、子ども

の発達と現代社会などの社会や自然環境と子どもの発達を包括的な視点で捉え

ることができる科目を構成しています。「食･緑･人」を基盤とした人間発達の専

門家として、常に自己研鑽に努め、自らの可能性を高め続けられる能力を育成す

るために、本学 3 学部の特性を活かした「特色科目」子どもの食と栄養、子ど

もと自然、子どもの野外リクリエーションなどを配置しています。 

「専門教育科目（専門分野）」は主に 2～3 年次に履修し、基礎的免許科目以

外にも特別支援教育関連科目を非コース制により広く履修可能とすることによ

り、現代的課題に即した実践力が身につけられるようにしています。また、専門

科目を「子どもの心身」「子どもと地域」「子どもと自然環境」「子どもの保育

と教育」の領域カテゴリーで整理し、バランスよく効果的な履修を可能としてい

ます。 

(3)キャリア形成科目 

学生の職業的・社会的なキャリア形成に向けて、4 年間を通して「キャリア形

成科目」を展開しています。主な科目としては、免許取得科目以外にも、1 年次

に、｢キャリア入門｣「キャリアデザイン」（教養科目）、3～4 年次に複数の｢教

職実践演習｣（専門科目）を配置しています。 

(4)卒業研究 

研究倫理や人権に配慮した研究態度ならびに研究の進め方を学び、科学的・論

理的思考力の修得に向けて、卒業研究を必修としています。専門科目で学んだ知

識や理解と入学時から系統的に展開された少人数ゼミ（子ども教育入門から子

ども教育専門ゼミⅡまで）を応用して､実践的かつ専門的な知識体系に基づく論

理構築力や科学的探究力を培います。 

2．学習成果の点検・評価 

(1)各科目の学修成果 



  

大学共通の基準(S～D 評価)で評価を行います。各科目の評価基準はシラバス

に明記し､学修成果を点検･評価し､単位認定を行っています。 

(2)短期的な学修成果 

履修計画や履修状況を的確に把握しながら、適切な学修支援に努めます。学生

の成績は単位修得状況･GPA 等により管理し､担当教員による面談により、定期

的に点検･評価します。学習上の問題が懸念される学生には､助言･指導を行いま

す。教育方法については､学生による授業評価アンケート結果等を踏まえて､授

業改善を行います。 

(3)卒業時の学修成果 

4 年間の学修成果については、所定の単位を修得したことをもって本学の教育

目標を達成したと判断し､学位を授与するものとします。 

 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/policy/） 

（概要） 

 本学部は，保育士，幼稚園教諭，小学校教諭，特別支援学校教諭などの人間発達

に関わる専門家として地域の核となり，「人の育ちと地域の育ち」を支援し活躍で

きる人を育てたいと願っています。そのために次のような資質を持つ学生を求め

ています。 

1.人間と社会と自然について関心を持っている人 

2.健康な心身と柔軟な思考力を持っている人 

3.地域活動に人と協力して主体的に関わる意欲を持っている人 

4.自然環境の問題に関心を持っている人 

5.保育・教育への関心と情熱を持っている人 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：ホームページ（情報の公表） 
5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報公開 

5-9.教育研究上の基本組織 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 

 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 2 人 － 2 人

環境園芸学部 － 11 人 3 人 人 人 人 14 人

健康栄養学部 － 8 人 5 人 4 人 1 人 6 人 24 人

人間発達学部 － 5 人 7 人 2 人 人 人 14 人

教養教育センター － 1 人 1 人 2 人 人 人 4 人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

0 人 115 人 115 人



  

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 

公表方法：公表方法：ホームページ

https://www.nankyudai.ac.jp/gakubu/teachers/#daigakuin 

※各学科の「教員紹介」の項 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

学生による授業評価アンケート、教員相互による授業参観、FD 講演会開催、ティーチングポートフォリ

オの作成による教育改善 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

環境園芸学部 110 人 79 人 72％ 440 人 320 人 73％ -人 1 人

健康栄養学部 100 人 73 人 73％ 400 人 294 人 74％ -人 1 人

人間発達学部 80 人 79 人 99％ 320 人 223 人 70％ -人 人

合計 290 人 231 人 80％ 1,160 人 847 人 73％ -人 人

（備考） 

 

 

b.卒業者数・修了者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数・修了者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

環境園芸学部 
94 人

（100％）

8 人

（  9％）

80 人

（  85％）

6 人

（  6％）

健康栄養学部 
84 人

（100％）

1 人

（  1％）

74 人

（  88％）

9 人

（  11％）

人間発達学部 
66 人

（100％）

1 人

（  1％）

64 人

（  98％）

1 人

（  1％）

合計 
244 人

（100％）

10 人

（  4％）

218 人

（  89％）

16 人

（  7％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

主な進学先：大学院，専門学校                                             

主な就職先： 

＜環境園芸＞造園・土木・建設関係，農業・園芸関係，教育・学習支援業，公務 

＜健康栄養＞医療福祉業，食品製造業，教育・学習支援業 

＜人間発達＞教育・学習支援業，医療福祉業，公務  

（備考） 

 

 



  

 

c.修業年限期間内に卒業又は修了する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載

事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内 

卒業・修了者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

合計 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

授業科目、授業の方法については学生便覧を作成し、内容及び年間授業計画はシラバスにて

明記している。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

大学履修規程に則り厳格かつ適正に単位授与を実施している。成績評価の方法及び基準につ

いては学生便覧に明記している。 

学部名 学科名 
卒業又は修了に必要

となる単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

環境園芸学部 環境園芸学科 １２５単位 有・無 ４９単位

健康栄養学部 
管理栄養学科 １２８単位 有・無 ４９単位

食品開発科学科 １３０単位 有・無 ４９単位

人間発達学部 子ども教育学科 １２８単位 有・無 ４９単位

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項）
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法： 

ホームページ（情報の公表） 
大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報公開 

8-11 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

https://www.mkjc.ac.jp/disclosure/ 

 

 



  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 

備考 

（任意記載事項） 

環境園芸学部 環境園芸学科 1,178,000 円 250,000 円 円 

健康栄養学部 
管理栄養学科 1,320,000 円 250,000 円 円 

食品開発科学科 1,178,000 円 250,000 円 円 

人間発達学部 子ども教育学科 1,016,000 円 250,000 円 円 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

各学年に担任または学生指導委員を配置し、保健室やカウンセラー、学生支援課と連携を

とることにより学生の情報を共有し対応している。また、保護者宛に年 2 回学生の成績通知

書を送付することで、学修状況（単位取得状況）の把握や相談にも繋がっている。 

授業支援としては、オフィスアワーの実施の他、学生相互の成長及び教育の充実を図るこ

とを目的に SA 制度を設けている。 

学費支払者の家計状況等の急変により経済的就学困難となる学生に対する経済的支援の実

施、災害等罹災者学納金減免等を設け対応している。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

 就職課による就職支援ガイダンスを年 10 回程度開催し、外部の就職情報サイト運営企業や

就職支援団体と連携しながら、就職活動スタートアップ講座や内定者講話、企業研究対策講

座、履歴書・自己分析講座を行っている。また，ハローワークの新卒ジョブサポーターによ

る出張相談を学内で週 1 回実施するとともに、インターンシップに参加する学生のために、

状況提供、書類作成支援、事前事後指導等を行っている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

保健師、カウンセラー（臨床心理士）を配置している。入学前に「こころとからだの相談」

を希望する学生及び保護者に対しては、心身両面の問題を事前に把握することで、入学後の

支援が適切に行えるように配慮している。また、年 1 回の定期健康診断を実施し、保健指導

等の事後フォローを行っている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法： 

ホームページ（情報の公表） 
5．大学等における修学の支援（高等教育無償化）に関する機関要件確認のための情報公開 

5-12. 教育研究活動等の状 

https://www.nankyudai.ac.jp/annai/disclosure/ 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（うち多子世帯）
（　　　　　　―

人）
（　　　　　―　人）

12人 15人

区分外（多子世帯） 81人 87人

第Ⅳ区分（理工農）

家計急変による
支援対象者（年間）

―　人（　―　）人

325人（　196　）人

40人 38人

内
訳

第Ⅲ区分 28人 26人

（うち多子世帯） （　　　　　29人） （　　　　　18人）

（うち多子世帯）
（　　　　　　―

人）
（　　　　―　人）

第Ⅱ区分

58人第Ⅳ区分（多子世帯）

学校コード（13桁） F145310111556

（備考）

合計（年間）

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄（合計欄を含む。）について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、
当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること。

本表において、多子世帯とは大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第４条第２項第
１号に掲げる授業料等減免対象者をいい、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分、第Ⅳ区分（理工農）とは、それぞ
れ大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第２号イ～ニに掲げ
る区分をいう。

年間

―　人（　―　）人

後半期

304人（　174　）人

87人

51人

学校名（〇〇大学 等）

設置者名（学校法人〇〇学園 等）

南九州大学

学校法人南九州学園

前半期

支援対象者数
※括弧内は多子世帯の学生（内数）

※家計急変による者を除く。
315人（　190　）人

96人第Ⅰ区分



年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 0人

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

前半期年間

（備考）

（備考）

修業年限で卒業又は修了できないことが確定

修得単位数が「廃止」の基準に該当
（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の
単位時間数が廃止の基準に該当）

出席率が「廃止」の基準に該当又は学修意欲
が著しく低い状況

0人 人 人

―　人 人 人

「警告」の区分に連続して該当
※「停止」となった場合を除く。

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の処分を受けたことに
より認定の取消しを受けた者の数

計

―　人

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したことにより認定の取消
しを受けた者の数

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻
科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のものに
限る。）

右以外の大学等

後半期

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消しを受けた
者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより認定の取消し
を受けた者の数

11人 人 人

人 人

―　人 人 人

退学 ―　人

３月以上の停学 0人

年間計 ―　人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良であ
ることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含む。）、高
等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修業年限が２年以
下のものに限る。）

0人 人 人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停止
を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

（１）停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の停止を受
けた者の数

修得単位数が「警告」の基準に該当 　―　人 人 人

ＧＰＡ等が下位４分の１ 47人 人 人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻
科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のものに
限る。）

年間 前半期 後半期

計 55人 人 人

出席率が「警告」の基準に該当又は学修意欲
が低い状況

23人 人 人

（備考）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻
科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のものに
限る。）

年間 前半期 後半期

ＧＰＡ等が下位４分の１ ―　人 人 人
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